
 

昇降機技術基準の解説 2016 年版（追補 2024 年版）及び昇降機定期検査業務基準書 

（「昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書 2017 年版」追補）の質問への回答 

 

 この質疑回答は、令和６年１月 31 日改正「小型エレベーター及びエスカレーターに係る昇

降機技術基準、定期検査業務基準」講習会に参加された方から令和６年３月 13 日から３月 28

日の期間に寄せられた質問について、国土交通省住宅局と日本建築行政会議設備部会で検討

したものです。 

 本質疑回答集は、令和６年３月 27 日時点で取り纏めたもので、今後、追加される場合は、

同様に一財財団法人日本建築設備・昇降機センターのホームページで掲載致します。 

 

国土交通省住宅局建築指導課／日本建築行政会議／ 

一般財団法人日本建築設備・昇降機センター 

 

【令和６年３月 27 日時点】 

昇降機技術基準の解説 2016 年版追補版（令和６年１月改正告示） 

№ 該当頁 該当箇所 質   問 回   答 

１   

改正告示施行日前の2月に法第87

条の 4 による昇降機の別願申請を

提出し、確認済証が交付されたが、

当該工事を、改正告示施行後の 5

月 1 日に着工を行った場合、改正

告示第 1417 号の「誘導柵のすき

間」の規定は、計画変更申請が必

要になるか。 

施行後の法令に適合する必要がある

が、建築基準法施行規則第３条の２

第２項第二号に基づく「位置の変

更」として、軽微な変更に該当する

ので、計画変更申請は不要である。 

 

【令和６年３月 27 日時点】 

昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書 2017 年版追補版（令和６年１月改正告示） 

№ 該当頁 該当箇所 質   問 回   答 

１   

定期検査時、改正告示の規定に適

合が必要なエスカレーターである

かを判定する基準日は、エスカレ

ーターの工事着手日でよいか。 

貴見のとおり。 

 

工事着手日は、建築基準法施行規則第

４条に基づく完了検査申請書（別記第

十九号様式）等で確認できるが、確認

手続きの効率化のため、報告者におい

ては、建築基準法施行規則第６条第３

項に基づく定期検査報告書（昇降機）

（別記第三十六号の四様式）の第二面

【8.備考】の欄に「工事着手年月日」

を記載することが望ましい。 

 

 



【参考】 

 

改正告示施行前後における法第 87 条の 4（別願申請）の昇降機確認と工事着工に係る規定 

の適用関係 

  

・施行日までに着工している昇降機は、法第３条第２項の規定により、当該昇降機は改正

告示の基準は適用されない。ただし、施行日以降、改正告示以外の理由で法第６条第１

項による計画変更の申請手続きを行う場合は、改正法令に適合しなければならない。 

 ・施行日前に確認済証が交付されたが、昇降機の工事着手を施行日以降に行った場合は、

改正告示に適合する必要がある。ただし、施行規則変更第３条の２第２項第二号による

位置等の変更のみの場合は軽微な変更に該当し、計画変更確認申請は不要である。 

 

（凡例）□確認申請 ■確認済証 ○計画変更（軽微な変更を除く）  

●計画変更確認済証 ◇軽微変更 △着工 ★完了（竣工） 

 

【図１ 着工が改正告示施行前】 

  

例  改正告示施行日（4/1） 改正告示への適合 

➀ □－■－△－★  不  要 

➁ □－■－△－ －★ 不  要 

➂ □－■－△ ○－●――――★ 必  要 

   

※ ③は、施行日以降、改正告示以外の理由で計画変更申請を行う場合の例を示す。 

 

【図２ 着工が改正告示施行後】 

 

例  改正告示施行日（4/1） 改正告示への適合 

④ □－■ △－◇－★ 必  要 

⑤ □－ ■－◇－△－★ 必  要 

⑥  □－■－△－★ 必  要 

 

 

 

 

 


